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労働者アンケート調査の目的・概要

（１）アンケートの手法等（調査主体：独立行政法人労働者政策研究・研修機構（JILPT））
○モニター業者によるWEBアンケートにより実施。
○調査対象者は、①解雇等（解雇又は雇止め）経験者１万人及び②解雇等未経験者１万人（勧奨退職の経験者を含
む）の計２万人

（２）調査項目
○共通項目
・性別、年齢、雇用形態、業種、職種、企業規模、労働組合加入の有無、契約期間、役職、賃金形態・月額、勤務
時間、勤続年数

・解雇等をめぐる紛争解決やその予防のための施策（解雇無効時の金銭救済制度を含む）についての意見 など

○解雇等の経験がある者
・解雇等の理由、解雇等の際の復職又は更新希望の有無、紛争解決制度の利用の有無
・上記のうち、紛争解決制度を利用した者
訴訟、労働審判、あっせん等について当該制度を利用した理由、利用した結果、解決しなかった場合
はその理由、利用した満足度、訴訟の場合は和解できなかった理由や解雇無効判決を得たが復職できなかった
（又は復職後に退職した）理由 など

２：概要

（１）解雇等に係る紛争解決制度（訴訟、労働審判、労働局のあっせん等）の利用実態を通じて、現行制度に対する

労働者の評価やニーズを明らかにすること

（２）解雇等をめぐる紛争解決やその予防のための施策（解雇無効時の金銭救済制度を含む）について、労働者の意

見を確認すること

１：目的
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就労状況
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計

1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人

50～99人
30～49人
29人以下

労働組合有 加入有

労働組合有 加入無

労働組合無

労働組合の有無が分からない

希望していた 希望していなかった
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23.3
23.9
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12.7
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17.7
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1000人以上
500～999人
300～499人
100～299人
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30～49人
29人以下

労働組合有 加入有

労働組合有 加入無

労働組合無

労働組合の有無が分からない

してくれた してくれなかった

２．解雇等の状況（解雇等経験者）
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解雇等されたときの復職・契約更新の希望の有無（企業規模・労組加入有無別）
ｎ＝10000

解雇等されたときの転職先の紹介の有無 （企業規模・労組加入有無別）
ｎ＝10000
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経営状況の悪化
会社の倒産
自身の担当する業務がなくなったから
配置転換・出向等の労働条件変更を拒否したから
会社の業務命令、上司の指示に従わなかったから
職場での協調性やコミュニケーション能力が欠如していたから
クレームなど顧客とのトラブルがあったから
職務能力不足（仕事ができない）と判断されたから
私傷病（業務外の原因による病気やケガ）
年齢が高いから
自身の非違行為（法律や社内の規則に反する行為）
労働災害による負傷や罹患
妊娠・育児
家族の介護
障害者であったから
国籍、信条、社会的身分
セクハラ・パワハラ等に関する相談を行ったから
理由なしに単に「帰れ」「やめろ」「来なくていい」などと言われたから
その他

解雇等の理由（複数回答）ｎ＝10000
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労
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や
和
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で
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が
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又
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が
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と
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制
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な
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を
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紛
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職
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契
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金
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支
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求

め
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こ
と
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き
な
い
か
ら

そ
の
他

３．紛争解決制度の利用状況
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解雇等についての対応内容（複数回答）ｎ＝9236
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解雇等されたときの紛争解決制度の利用の有無ｎ＝10000 紛争解決制度を利用しなかった理由（複数回答）ｎ＝9236
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友
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収
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れ
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４．紛争解決制度（労働審判・訴訟を除く。）の利用状況①
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利用した紛争解決制度（複数回答）n=764
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紛争解決制度（労働審判・訴訟を除く。）を利用した理由
（複数回答）ｎ＝628
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紛争が終わらなかった理由（複数回答）ｎ＝192

労働審判や訴訟も利用しなかった理由（複数回答）ｎ＝141

紛争解決制度（労働審判・訴訟を除く。）
の利用結果ｎ＝628
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れ
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利用した紛争解決制度（複数回答）ｎ＝764
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労働審判を利用した理由（複数回答）ｎ＝128
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復職又は契約更新した

金銭で解決し労働審判に要した手数料及び弁護士費用を上
回る金額を得た

金銭で解決したが労働審判に要した手数料及び弁護士費用
を上回る金額を得られなかった
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紛争が終わらなかった理由（複数回答）ｎ＝41労働審判の利用結果ｎ＝128
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、
同
僚
、
友
人
に
勧
め
ら
れ
た
か
ら

復
職
す
る
こ
と
で
給
与
収
入
な
ど
雇
用
継
続
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
を
守
り
た
か
っ
た

か
ら

解
雇
等
の
時
か
ら
解
雇
等
無
効
判
決
ま
で
の
間
の
未
払
賃
金
の
支
払
を
受
け
た
か
っ
た

か
ら

和
解
に
よ
り
解
雇
等
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
金
銭
の
支
払
を
受
け
た
か
っ
た
か
ら

訴
訟
以
外
の
紛
争
解
決
制
度
を
利
用
し
た
が
、
紛
争
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら

自
分
の
社
会
的
名
誉
や
自
尊
心
を
守
り
た
か
っ
た
か
ら

会
社
が
許
せ
な
い
と
思
い
、
こ
ら
し
め
て
や
り
た
か
っ
た
か
ら

同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
労
働
者
の
立
場
や
利
益
も
守
り
た
か
っ
た
か
ら

そ
の
他

６．訴訟の利用状況

9

利用した紛争解決制度（複数回答）ｎ＝764

37.2

24.6

28.3

16.8

10.7
8.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

都
道
府
県
労
働
局
の
助
言
・
指
導
、
あ
っ
せ
ん
、
調
停

都
道
府
県
労
働
委
員
会
等
の
あ
っ
せ
ん

民
間
の
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
（
弁
護
士
会
等
が
実
施
す
る
制
度
等
）

労
働
審
判

訴
訟

そ
の
他

訴訟を利用した理由（複数回答）ｎ＝82

22.0 

25.6 

18.3 

23.2 

6.1 
4.9 

0

5

10

15

20

25

30

解雇等を無効とする判決が出た（勝訴した）

解雇等を有効とする判決が出た（敗訴した）

和解により復職又は契約更新した

労働契約を終了させる代わりに金銭で解決する内容で和解し訴訟に

要した手数料及び弁護士費用を上回る金額を得た

労働契約を終了させる代わりに金銭で解決する内容で和解したが訴

訟に要した手数料及び弁護士費用を上回る金額を得られなかった

その他

訴訟の利用結果ｎ＝82

和解全体 47.6％



34.1 35.4 

29.3 
31.7 

52.4 

1.2 
0

10

20

30

40

50

60

無
効
解
雇
等
の
経
緯
に
つ
い
て
社
内
に
説
明
し
、
周
知
す
る
こ
と

復
職
後
の
労
働
条
件
や
配
置
に
つ
い
て
、
復
職
前
の
面
談
の
実
施
等
に
よ
り

十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
設
け
ら
れ
、
意
向
を
汲
ん
で
決
定
さ

れ
る
こ
と

復
職
後
に
必
要
な
情
報
の
提
供
や
研
修
の
開
催
等
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
こ
と

職
場
で
支
障
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
雰
囲
気

労
働
組
合
や
労
働
者
を
支
持
す
る
組
織
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
こ
と

そ
の
他

７．職場復帰後の継続就労のために重要なこと

10

解雇等無効判決後、職場復帰した上で継続就労するために重要だと思うこと（複数回答）ｎ＝82



８．紛争解決制度の利用状況

11

解雇等

紛争解決制度
利用

紛争解決制度
利用なし

あっせん等

労働審判

訴訟

復職又は
契約更新

金銭解決

解決せず

復職又は
契約更新

金銭解決

訴訟に移行

解雇等
無効判決

解雇等
有効判決

和解により
復職又は契約更新

金銭解決

92.4％

7.6％

6.3％

1.3％※1

0.8％※1

15.4％

労働審判・
訴訟を利用

30.6％

44.4％

労働審判・
訴訟を利用せず

73.4％

26.6％

43.8％

19.5％

※1 労働審判及び訴訟の割合については、他制度を経由して利用した者を含んだ数値

※2 その他と回答した者については、復職を内容とする和解又は解雇等無効判決によらなかったため、「復職に至らなかった経験がない」ケースもあり得る。

32.0％

費用を上回る
金額を得た

費用を上回る
金額を得られな

かった

76.0％

24.0％

22.0％

25.6％

18.3％

29.3％

費用を上回る
金額を得た

費用を上回る
金額を得られ
なかった

復職※2

復職に
至らず※2

79.2％

20.8％

その他9.6％

その他
4.7％

その他
4.9％

51.4％

48.6％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％



25.2 
29.5 30.0 27.2

26.6
23.4

26.9 24.9

16.5 
20.4 21.7

14.3
18.4

15.6 13.6 16.4
19.3 

22.9 22.6

18.5
19.7 20.3 18.0 18.7

15.9 
18.3

21.5

14.7
18.9

16.0 16.6
14.4

15.9 
20.2

16.4 15.9
16.2

17.0 15.0
14.4

18.7 21.2 20.0

14.3 16.3
18.2 18.0

18.8

1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 2.1 1.7

49.0 
44.4

39.5 38.1

46.4

52.1
47.8

52.4

0

10

20

30

40

50

60

計 1000人以上 500～999人 300～499人 100～299人 50～99人 30～49人 29人以下

21.6 23.9
27.5 26.3

22.1 20.9
18.1 18.514.8 17.2

17.2 18.8

14.3 16.0
12.3 13.5

19.0 20.5
24.8 23.3

17.2 18.9
14.6

16.013.4 
14.4

15.8 15.8
13.1 13.0

8.5

11.012.6 13.7
16.7

14.2 12.8 11.9 8.8 10.0

18.3 18.4
14.5

19.6

14.6
17.0

12.8 14.2

0.3 0.1 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5

61.6 
58.7

54.7 55.2

62.6 61.3

67.8 66.9

0

10

20

30

40

50

60

70

計 1000人以上 500～999人 300～499人 100～299人 50～99人 30～49人 29人以下
紛争となった場合どのような結果になるか予想しやすくするための解雇等に係るルールの分かりやすい周知
解雇等無効判決や金銭での和解が成立した具体的事例の周知
和解等で支払われる金額の算定方法や考慮要素（給与額、勤続年数等）の明確化
簡易迅速に解決可能な、都道府県労働局あっせん等や労働審判等のさらなる利用促進
解雇等無効時に労働者の請求により金銭を受け取ることで労働契約を終了させる制度の創設
解雇等無効判決を得た労働者が復職や継続就労しやすくするための環境整備
その他
わからない

９．解雇等をめぐる紛争解決やその予防のために必要と考える方策（複数回答）①

12

解雇等経験者（企業規模別）

解雇等未経験者（企業規模別）

ｎ＝10000 ｎ＝1289 ｎ＝446 ｎ＝496 ｎ＝884 ｎ＝698 ｎ＝427 ｎ＝1721

ｎ＝10000 ｎ＝1677 ｎ＝448 ｎ＝373 ｎ＝872 ｎ＝607 ｎ＝398 ｎ＝1534



40.8

26.6 25.9
27.3 28.0

16.9

25.7

23.9
25.5

21.1
22.0

7.7

31.3

26.1

31.5

23.4

29.3

20.0

27.5

35.6 35.2

31.3

24.4

12.3

18.3

23.9
27.3

21.1
23.2

10.8

16.9
18.6

17.1

23.4

35.4

10.8

1.8 1.1 0.9 0.8
3.7

7.7

22.5

14.9

8.8

23.4

29.3

64.6

0

10

20

30

40

50

60

70

都道府県労働局の助言・指導、
あっせん、調停

都道府県労働委員会等
のあっせん

民間の裁判外紛争解決制度
（弁護士会等が実施する制度等）

労働審判 訴訟 その他

紛争となった場合どのような結果になるか
予想しやすくするための
解雇等に係るルールの分かりやすい周知

解雇等無効判決や金銭での和解が
成立した具体的事例の周知

和解等で支払われる金額の算定方法や
考慮要素（給与額、勤続年数等）の明確化

簡易迅速に解決可能な、都道府県労働局あっせん等や
労働審判等のさらなる利用促進

解雇等無効時に労働者の請求により金銭を受け取ることで
労働契約を終了させる制度の創設

解雇等無効判決を得た労働者が復職や
継続就労しやすくするための環境整備

その他 わからない

９．解雇等をめぐる紛争解決やその予防のために必要と考える方策（複数回答）②

13

紛争解決制度を利用した解雇等経験者（利用した紛争解決制度別）

ｎ＝284 ｎ＝188 ｎ＝216 ｎ＝128 ｎ＝82 ｎ＝65



1 0．金銭救済制度の創設の要否等について

解雇等をめぐる
紛争解決やその
予防のために何
が必要か

金銭救済制度
を選択

金銭救済制度
を選択せず

どちらともいえない

解決金額や費用による

使用者の判断への影響がわからない

35.2％

15.9％

27.1％

48.9％

50.2％

あまり必要ではない

必要ではない

制度に要する期間の長さによる 20.8％

解雇等

経験者

解雇等

未経験者

その他 2.3％
復職によって解決されるべき

解雇等が増えそう 29.1％

23.8％

現在でも金銭解決は可能 26.5％

解決金額が下がる懸念 16.1％

労働者の意思で金銭請求できると思えない

その他

23.3％

1.6％

5.9％

2.2％

金銭請求の選択肢が増える

相場以下の解雇等が抑制される

解決金額が上がる

その他

69.8％

59.2％

36.4％

2.4％

解雇等をめぐる
紛争解決やその
予防のために何
が必要か

金銭救済制度
を選択

金銭救済制度
を選択せず

どちらともいえない

解決金額や費用による

使用者の判断への影響がわからない

25.8％

12.6％

19.8％

54.2％

44.6％

あまり必要ではない

必要ではない

制度に要する期間の長さによる 16.8％
その他 1.5％

復職によって解決されるべき

解雇等が増えそう 28.6％

38.7％

現在でも金銭解決は可能 18.5％

解決金額が下がる懸念 15.6％

労働者の意思で金銭請求できると思えない

その他

27.2％

1.2％

3.9％

2.1％

金銭請求の選択肢が増える

相場以下の解雇等が抑制される

解決金額が上がる

その他

71.2％

60.4％

34.3％

1.7％

わからない

49.0％

わからない

61.6％

14

本調査では、「解雇等をめぐる紛争解決やその予防のために必要と考える施策」として、複数の選択肢を設けた上で、
・解雇の金銭救済制度を選択した者には、選択した理由（複数回答）を聞き、
・解雇の金銭救済制度を選択しなかった者には、当該制度の必要性について、「どちらともいえない」「あまり必要ではない」「必要ではない」のいずれかを選択して
もらった上で、選択した理由（複数回答）を聞いている。

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％


